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（１）

新年明けましておめでとうございます。

皆様ご健康で初春を迎えられたことと存じます。

昨年は、現場検証の準備とそれに先立つ飛行

実態のビデオ検証を実現し被害の一端を裁判官

に伝えられたものと思っています。

いよいよ今年は新年早々より第１回の現場検

証が横田基地の北側・瑞穂地区及び､東側の立川

西砂川地区、南側・昭島美堀地区並びに昭島駅

近傍で行われ、裁判官にとって住民の被害を実

体験する大きなイベントになります。

そして、裁判所の意向として、何としても平

成２８年度末までに結審、判決を行いたいとの

審理計画が私たちに示されております。

私たち原告団としては、原告の老齢化もあり

早期審理、早期判決を望むところですが、現場

検証、原告本人尋問など被害及び主張立証が不

十分のまま終結することは出来ません。

短期決戦の様相になって来ておりますので、

第１回現場検証を皮切りに気持ちを引き締め、

裁判の進展に一丸となって取り組みたいと思い

ます。

ご協力ください。

他方、昨年５月、米太平洋空軍司令部は藪か

ら棒に空軍仕様の垂直離着陸輸送機ＣＶ２２オ

スプレイの横田基地配備を発表し、日本政府に

通報してきました。

２０１７年度に３機を配備し､その後順次配備

して総機数１０機との報道です。私たちは、直

ちに総理大臣及び防衛、外務大臣宛てに抗議文

を提出し、被害住民にこれ以上の被害をもたら

さぬよう要請しました。

しかし､政府は、軍事抑止力強化を基本方針と

しており、唯々諾々と米国の政策を受け入れ、

戦後７０年ものあいだ基地被害に苦しむ住民の

声に何ら応えるものではありません。沖縄辺野

古の新基地建設における沖縄県民の声を踏みに

じっていることと本質的にかわりありません。

私たちは座して待つと言うわけにはいきませ

ん。横田基地問題に取り組む他の５団体と連携・

共同し、基地周辺住民のみならず都民の方々に

も訴え、多くの声を都、国へ届ける署名活動に

取り組んでいます。

同じ思いの全国の騒音訴訟原告団、沖縄新基

地建設阻止のたたかいに取り組んでいるオール

沖縄県民と連帯し､共同して配備反対のたたかい

を進めて参ります。

今年は、訴訟のみならず、オスプレイ配備阻

止と両輪のたたかいを行うことで、訴訟勝利を

獲得して参りたいと存じます。

みなさん一致団結して頑張りましょう。

原告団団長 大野 芳一

９時５０分～ 事前集会
ドン･キホーテ多摩瑞穂店横の道路に集合

裁判官が７カ所の現場を廻ります。詳しくは

チラシをご覧ください。参加できる方は各支部

の世話人か原告団事務所までご連絡ください。
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平成２７年１２月４日、急遽裁判所からの申

し出により、裁判所における進行協議が実施さ

れました。

ここで、裁判所から、平成２９年３月までに

判決を出すことを考えているとの意向が示され

ました。これは、現在審理を進めている裁判官

３名の内何名かが、平成２９年４月以降異動す

る見通しが高いことから、現状をきちんと把握

している裁判官３名の元で判決を下すためには

この予定を元に審理を進めることが望ましい、

と考えているということです。これを踏まえて、

裁判所からは、専門家証人尋問は他の基地裁判

での専門家証人尋問の記録を提出することで替

えられないか、原告本人尋問についてもこのス

ケジュールを踏まえて考慮してもらいたい、な

どの要望が出されました。

裁判が早く終結すること自体は、原告として

は歓迎した事柄ですが、他方でそのスケジュー

ルにこだわる余り審理が不十分になっては元も

子もありません。弁護団は、このような裁判所

の申し出に対しては、原告の個々人の事情を踏

まえてきちんとした判断を出してもらいたいこ

と、そのためには必要な主張や証拠の提出（証

人尋問の実施も含めて）は今後も引き続きやっ

ていく、という回答をしました。

（弁護士 仲村渠 桃）

既に前号でご紹介しましたが、２０１６（平成

２８）年１月２９日、第１回現場検証が実施さ

れることになりました。

ここで、そもそも「検証」という手続では何

を行うのかということを説明したいと思います。

検証とは、裁判上の説明で言うと、「裁判官が、

五官の作用によって、直接に検証物の形状・性

質・状態を観察し、その結果として得られた内

容を証拠資料とする証拠調べの手続」を指しま

す。通常、証拠というと、書証（証拠書面）や

法廷での証人尋問を思い浮かべると思いますが、

その他の方法として、直接裁判官が争点となっ

ている地域に出向き、これまで書面上でしか主

政府への提出は２月
の予定で関係機関と協

議を進めています。お手元に署名が残っていましたら、
１月末までに原告団事務所にお送り下さい。

張されていなかった現場がどのような状況な

のかを自分の感覚で確かめる手続もまた、証

拠調べの一環として許されています。勿論、

検証の最中に航空機が飛べば、そのうるささ

も直裁判官が体感することになりますので、

これも「証拠」となるわけです。このような

方法は、今回のような騒音の大きさを問題に

するような裁判では必須の手続です。

今回の第１回検証では、主に昭島・瑞穂地

域を見てもらうことになりますが、勿論引き

続き他の場所でも検証を実施する予定です。

（弁護士 仲村渠 桃）

昨年９月、都議会へ提出した「ＣＶ－２２オ

スプレイの横田基地配備に反対する意見書の

提出を求める陳情」が、１１月２７日の都市

整備委員会で「不採択」となってしまいまし
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新年明けましておめでとうございます。

騒音被害のない静かで安全な生活環境の実

現を目指し、日夜御活躍されている貴団に対し

まして、深く敬意を表します。

平成２５年に提訴されました、第２次新横田

基地公害訴訟も、これまでに１１回の口頭弁論

が開かれ、本年１月２９日には第１回目の現場

検証が行われると伺っております。

昭島市といたしましても、引き続き市民の皆

様の安全と生活環境を守る立場から、東京都や

周辺市町とも連携を密にして、騒音被害の解消

に向け、鋭意努力をしてまいる所存であります。

年頭にあたり、貴団の所期の目的達成とます

ますの御発展を御祈念申し上げ、新年の挨拶と

させていただきます。

平成２８年１月

昭島市長 北 川 穰 一

明けましておめでとうございます。

航空機騒音のない静かな生活環境の実現に､ご

尽力されている貴訴訟団に心から敬意を表しま

す。

瑞穂町は滑走路の延長上にあるため、昭和２

０年の米軍進駐以来、住民は飛行する航空機の

騒音に日夜悩まされているように、基地の存在

は町の発展に大きな障害となっています。当町

では、議会をはじめ、東京都や基地周辺５市と

連携し、航空機騒音をはじめとした基地に起因

する諸問題の解決に向け、米軍や防衛省などの

関係機関へ訴えています。本年も引き続き関係

機関に対して粘り強く働きかけて参ります。

皆様のご健勝とご活躍をご祈念申し上げ、新

年の挨拶とさせていただきます。

平成２８年１月

瑞穂町長 石 塚 幸 右 衛 門

昭島市

瑞穂町

日野市
新年明けましておめでとうございます。

日野市では、平和が市民生活の基本であると

の理念のもとに、「核兵器廃絶・平和都市宣言」

をし、平成２６年からは、平和首長会議にも参

加し、平和世界の恒久平和を祈ってきました。

横田基地の航空機騒音被害をなくし、静かで、

安全な生活環境を実現するために、第２次新横

田基地公害訴訟に参加される皆様の「静かな空

を求めて」の切実な願いが実現されることを祈

念いたします。

皆様のご健勝とご活躍をお祈り申し上げ、新

年の挨拶とさせていただきます。

平成２８年１月

日野市長 大 坪 冬 彦

新しい年の門出に当たり、横田基地の航空機

等による騒音被害を軽減し、静かな生活環境の

実現に向けて活動されている第２次新横田基地

公害訴訟原告団の皆様に対し、心より敬意を表

します。

本訴訟は、平成２５年３月２６日に東京地方

裁判所立川支部に提訴されてから１１回の口頭

弁論を経ており、本年１月２９日には第１回目

の現場検証が実施されると聞いております。

今後、様々な活動を通じて、貴団の目的が達成

できますよう、祈念申し上げます。

福生市では、市民の生活環境の安全と安心を

守る立場から、正月三が日や受験シーズンの飛

行停止、市内上空での低空飛行や夜間・早朝の

飛行自粛、ＣＶ－２２オスプレイの横田基地配

備計画に関する迅速かつ正確な情報提供等につ

いて、国や米軍に対し、強く要請しております。

今後につきましても、東京都や横田基地周辺

市町と連携し、航空機騒音等の基地に起因する

諸問題の解決に向け、国や米軍に対し、粘り強

く要請してまいる所存でございます。

皆様の御健勝と御活躍を祈念申し上げ、新年

の御挨拶とさせていただきます。

平成２８年１月

福生市長 加 藤 育 男

福生市
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12/12 八王子･日野支部世話人会と裁判報告懇親
会

12/14 定例事務局会議

12/18 弁護団会議、忘年会

12/22 昭島支部会議

12/22 オスプレイ反対一斉署名、宣伝行動

12/24 オスプレイ横田配備反対連絡会
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原告団活動日誌

１２月６日(日)と７日(月)の２日にわたって、

全国の公害被害者団体やその弁護団の代表６０

人が箱根に集まり、活動報告や意見交換を行う

ための合宿を行いました。私たちの原告団・弁

護団からは、私清水幸一と大野芳一原告団長が、

弁護団からは関島保雄弁護士と中杉喜代司弁護

士が参加しました。

今年６月１日・２日の公害総行動は第４１回目

となります。この間、公害発生源の企業や国が

司法の場で断罪され、その責任が厳しく問われ

たことは数多くありますが、終息した公害は一

つもありません。水俣・スモン・イタイイタイ

病など、未だに多くの人々が苦しみ続けていま

す。水俣の場合は新たな患者が出続けています。

２０１１年の原発事故による破壊的な被害は、

来年の３月で５年目を迎えますが、いくつもの

自治体が、住むことも立ち入ることもできない

広大な地域を抱えたままです。現在は国と東電

の企てのもとで「アレはもう終わったこと。損

害賠償は打ち切ります。放射能は20ミリシーベ

ルトまで平気だからサッサと故郷に帰りなさい！」

という施策が採られようとしています。

アスベスト被害では、裁判に訴えた原告が次々

に亡くなり、『遺族原告』が半数以上になった

原告団すら出ています。しかも中皮腫を発症す

るまで時間がかかるために「今後どれだけの被

害者が出るかわからない」との話も出されまし

た。

横田基地も戦後70年にわたって拡大強化され、

航空機騒音も減少する気配がありません。それ

どころか開発開始以来40人もの死者を出してい

るＣＶ２２オスプレイが、合計10機も配備され

ようとしています。

箱根の紅葉はきれいでした。宿の食事も美味し

く温泉も良かったです。いつか公害を根絶して、

これまで運動をともにした全国の皆さんと「苦

労が多くて大変だったが公害がなくなって良かっ

たなあ」と、思い出話を語る日が来ることを願っ

て帰路につきました。

事務局長 清水幸一
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